
令和７年１月１６日

川崎市 市民文化局 多文化共生推進課

川崎市における地域日本語教育
～これまでの取組を踏まえた方針策定・今後の展開～



川崎市の概要
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●面積
１４４．３５平方ｋｍ²

 
●人口（R6.12.1時点） 

 １５５万２，２７０人
指定都市中第６位

20指定都市中最もコンパクト

★首都圏の中央部に位置

 ★羽田空港に隣接



外国人数・比率・主な国籍・主な在留資格
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10,629 人

13,989 人

19,496人
20,915人

26,824人

32,614 人 29,571 人

52,241 人

0.99％ 1.21％

1.63％ 1.69％

2.05％
2.32％

2.03％

3.37％
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外国人住民人口
１０年間で
約１．8倍！

外国人数・比率

主

な

国

籍

主な在留資格

※2023（令和５）年12月時点 ※2024（令和6）年8月現在

※2019から2024年の５年間で22.5％増加

※「技・人・国」「家族滞在」の割合が高い。



現状と課題
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川崎区

幸区

麻生区

中原区

高津区
宮前区

多摩区
   川崎市

国際交流センター

1980 年代以来、市民ボランティアの参画を得ながら川崎市ふれあい
館、教育文化会館・市民館において識字・日本語学級を開設・運営し
てきたほか、川崎市国際交流協会の日本語講座や自主グループに
よる活動など多様な主体による取組が行われている。 



5

現状と課題

【課題】
・学習者の増加とニーズの多様化
・ICTの活用

・支援者の不足とスキルアップ

・連携・協力体制の構築

地域日本語教育に関する実態調査（R5年実施）

地域の日本語教室

日本語学習を含む学習支援の教室

日本語学校

外国人雇用企業

アンケート調査

識字・日本語学級

地域の日本語教室（自主活動グループ）

学習支援の教室、フリースクール

中学校夜間学級・高校

日本語学校

大学

外国人雇用企業

技能実習監理団体・ハローワーク

ヒアリング調査
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取組の全体像

➢ 事業実施体制の構築

➢ 地域日本語教育の実施

➢ 地域日本語教育人材に対する研修

➢ 川崎市地域日本語教育推進方針の策定

➢ ポータルサイトの設置・運営
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事業実施体制の構築

川崎市
（補助事業者）

総括コーディネーター
地域日本語教育コーディネーター

総合調整会議

日本語教育専門家

学識経験者

外国人支援団体

教育委員会

経済団体

各主体

日本語学習を含む学習支援教室

自主活動グループ

日本語学校

川崎市地域日本語教育推進方針

外国人雇用企業

技能実習監理団体
学校・大学等

日本語学級・日本語講座

日本語講座

識字・日本語学級

協議・助言

国際交流協会

日本語学校

庁内関係部署

実施

連携・協力

地域（町内会等）

外国人支援団体

市民館等実施
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取組の具体的な内容

地域日本語教育の実施

■名称
識字学習活動

■実施場所
教育文化会館ほか６市民館

■実施回数

４５５回（３５回×１３学級、１回２時間）

■目標
外国人市民等が日本での生活を円滑に営めるように、日常生活に必要な基礎的

日本語を身につける学習を支援する。また、学習者と支援者（ボランティア）

が共に学び合う関係づくりに配慮し、多文化共生社会の実現を目指す。

■ボランティア
約１８０人

■ボランティア募集
各実施館でボランティア研修（入門 ９～１０回程度）を開催
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取組の具体的な内容

地域日本語教育の実施

■名称
日本語講座

■実施場所
川崎市国際交流センター

■実施回数及び費用

９７回（午前：毎週火・金曜 全61回、夜間：毎週水曜 全36回 1回2時間 ３学期制）

１回５５０円、別途テキスト代、午前は無料の保育あり

■目標
多文化共生社会の実現を目指し、外国人市民等が、日本での生活を円滑に営め

るように、日常生活に必要な基礎的日本語を身に付ける学習を支援する。

■ボランティア
約５０人（日本語教師相当の有資格者、ボランティア登録事前研修（全５回程度）受講者）

■内容
国際交流基金の『まるごと』を主教材として導入し、「日本語教育の参照枠」

や「生活Can do」等の方針に基づいた学習運営を実施
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取組の具体的な内容

地域日本語教育人材に対する研修

■名称
識字ボランティア研修（ブラッシュアップ）

■実施場所
各市民館

■内容
現状や課題に応じた研修となるよう「支援者（ボランティア）」の育成

を行う。

（研修内容例）

・識字学習ボランティアのスキルアップ

・生活Can doの活用方法を学ぶ

・識字の指針や最近の教材を知る  など

※ 川崎市国際交流センターにおいても、ボランティアに対して独自に

スキルアップ研修を実施



取組の具体的な内容
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川崎市地域日本語教育推進方針の策定

■目的

日本語教育の環境整備に向けた取組が本格化しつつある動向を踏まえながら、
「多文化共生社会」の実現に向けて本市でも外国人市民の現状や日本語教育に関
する実態及び課題を改めて整理し、本市の実状に応じた取組を総合的かつ効果的
に推進するために、その基本的な考え方や方向性を示す

■策定経過
●「地域日本語教育の基本的な方針に関する検討部会」

において、学識経験者等によって協議・検討

●令和４年度から令和５年度にかけて部会を７回開催

し、令和５年度に地域日本語教育の実態調査を行い、

方針（案）を作成

●方針（案）に対してはパブリックコメント手続を

実施し、市民からの意見も踏まえ「川崎市地域日本

語教育推進方針」を策定

川崎市地域日本語教育推進方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

＜ 施策の方向性 ＞ 

（１）外国につながる幼児、児童、生徒等に対する日本語教育 

（２）外国人留学生等に対する日本語教育

（３）外国人労働者に対する日本語教育 

（４）難民等に対する日本語教育 

（５）地域における日本語教育 

人権に関する国際原則等を踏まえながら、日本語教育に関わるすべての人が互いに認め合

い、人権や多様性が尊重され、日本語教育の取組が多文化共生社会の実現につながるよう、

取組の推進に努めます。 

１ 人権と多様性の尊重  

言語の習得は、より深く社会に参加し、より多くの場面で自分らしさを発揮できるように

なるための手段であることを認識するとともに、学習者が地域社会に参加しやすくなるよ

う、環境の整備に努めます。 

２ 社会参加の促進  

＜ 基本目標 ＞ 

「多文化共生社会」の実現に向けて、外国人市民が、日常生活及び社会生活を円滑に営み、

個人として本来もっている豊かな能力を発揮して、市民として主体的に地域社会に関わるこ

とができるよう、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進します。 

２ 各主体との連携 

３ 地域社会との連携 

４ 日本語教育に関わる者の能力及び資質の向上等 

５ 日本語教育に関する情報の提供等 

６ 推進体制の整備 

＜ 基本理念 ＞ 

１ 日本語教育の機会の拡充等 

【全体構成】



取組の具体的な内容
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ポータルサイトの設置・運営

■目的

これまでは市内各区の日本語教室の活動案内を中心に掲載してきたが、多様化

する学習者・学習支援者のニーズに応えるため内容を拡充し、学習機会が増える

ようにオンライン教材の紹介や文科省のサイトの案内なども含めた総合的なサイ

トを設置し、一元的、継続的な情報提供を行うため

■内容
・市内で日本語を学べる場所の掲載及び検索（学習者向け）

・オンラインで学習を行うコンテンツやＩＣＴ教材の案内（学習者向け）

・ボランティア募集情報、日本語教育に関する情報や各種教材の紹介（支援者向け）

■設置・運営手法
入札によって選定した事業者にポータルサイトの作成・管理を委託し、情報

の掲載は市が直営で実施する。

■実施年度
令和６年度中に公開予定
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【R5年度】

・総合調整会議の運営

・地域日本語教育に関する実態調査の実施

・川崎市地域日本語教育推進方針の策定

年次計画

【R6年度】

・総合調整会議の運営

・総括コーディネーター、地域日本語教育コーディネーターの配置

・ポータルサイトの設置・運営

・スキルアップ研修の実施

【R7】

・総合調整会議の運営

・ポータルサイトの運営

・地域日本語教育コーディネーターの増員

・パイロット事業の実施
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自分で 出た

34.9％

じぶん       で 

成果と今後の課題

【成果】
・方針策定により、日本語教育に関する市の基本的な考え方や方向

性に基いた取組の推進

・総合調整会議に様々な分野から委員・オブザーバーが参画し、連

携・協力体制の構築
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【今後の課題】
・ICTの活用

・多様なニーズに対応した学習機会の確保

・学習支援者の確保・育成

・持続可能な総合的体制づくり
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